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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 24日 (2007.7.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 計 算 機 と 、 前 記 第 １ の 計 算 機 か ら ア ク セ ス さ れ る デ ー タ を 保 持 す る 記 憶 デ バ イ ス
を 有 す る 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム と 、
前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム が 有 す る 前 記 記 憶 デ バ イ ス に 関 す る デ バ イ ス 管 理 情 報
と 、 前 記 記 憶 デ バ イ ス の 前 記 第 １ の 計 算 機 へ の 割 り 当 て の 状 態 を 示 す ホ ス ト 管 理 情 報 と 、
を 有 す る 第 ２ の 計 算 機 と
　 前 記 第 １ の 計 算 機 は 、 ユ ー ザ ま た は ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム か ら の 新 た な 記 憶 デ バ
イ ス の 要 求 を 受 け 付 け 、 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の 割 り 当 て を 要 求 す る 要
求 手 段 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 計 算 機 は 、 前 記 要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 デ バ イ ス 管 理 情 報 及 び 前
記 ホ ス ト 管 理 情 報 を 参 照 し て 前 記 第 １ の 計 算 機 に 割 り 当 て 可 能 な 記 憶 デ バ イ ス を 決 定 す る
手 段 、 及 び 該 決 定 手 段 に よ り 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 第 １ の 計 算 機 か ら ア ク セ ス 可
能 と な る よ う に 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム の 設 定 を 変 更 す る 変 更 手 段 と を 有 す る こ と を 特
徴 と す る 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 記 憶 デ バ イ ス は 、 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム が 備 え る 物 理 的 な 記 憶 装 置 に 形 成 さ れ

複 数 の
そ れ ぞ れ

、 を 有 し 、



る 少 な く と も 一 部 の 記 憶 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 要 求 手 段 は 、 前 記 割 り 当 て の 要 求 と と も に 、 割 り 当 て ら れ る 記 憶 デ バ イ ス の 条 件 を
指 定 す る 情 報 を 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 送 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 決 定 手 段 は 、 前 記 デ バ イ ス 管 理 情 報 を 参 照 し 、 前 記 要 求 手 段 に よ り 指 定 さ れ た 前 記
条 件 を 満 た す 記 憶 デ バ イ ス で あ っ て 、 オ フ ラ イ ン 状 態 に あ る 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 割 り 当 て
可 能 な 記 憶 デ バ イ ス と し て 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 条 件 は 、 要 求 さ れ る 記 憶 デ バ イ ス の 性 能 及 び 信 頼 性 の 少 な く と も 一 方 を 指 定 す る た
め の 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 要 求 手 段 は 、 既 存 の 記 憶 デ バ イ ス の 容 量 の 変 更 の 要 求 を 受 け 付 け 、 該 要 求 を 前 記 第
２ の 計 算 機 に 送 信 す る 手 段 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 計 算 機 は 、 前 記 変 更 の 要 求 要 求 に 応 じ て 、 容 量 の 変 更 後 に お け る 記 憶 デ バ イ
ス に 合 致 す る 記 憶 デ バ イ ス を 選 択 す る 手 段 と 、 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム に 対 し 、 前 記 既
存 の 記 憶 デ バ イ ス に 保 持 さ れ て い る デ ー タ を 前 記 選 択 手 段 に よ り 選 択 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス
に 移 動 す る よ う 指 示 す る 手 段 と を 有 し 、
　 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム は 、 前 記 指 示 に 応 答 し て デ ー タ を 移 動 す る 手 段 を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ の 計 算 機 は 、 複 数 の 記 憶 デ バ イ ス を 論 理 的 に 一 つ の デ バ イ ス と し て 前 記 ア プ リ
ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム に 提 供 す る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 計 算 機 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 要 求 手 段 は 、 す で に 前 記 ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム に 提 供 し て い る デ バ イ ス の 容
量 の 拡 張 の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 前 記 拡 張 の 要 求 で 要 求 さ れ た 拡 張 に 必 要 な
容 量 の 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の 割 り 当 て を 要 求 し 、
　 前 記 提 供 す る 手 段 は 、 新 た に 割 り 当 て ら れ た 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 拡 張 が 要 求 さ れ た デ バ
イ ス の 一 部 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 記 憶 デ バ イ ス 第 １ の 計 算 機 へ の 割 り 当 て の 状 態 を 管 理 す る 第 ２ の 計 算 機 と を
有 す る 計 算 機 シ ス テ ム に お け る 記 憶 デ バ イ ス の 割 り 当 て 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ の 計 算 機 か ら 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の 割 り 当 て を 要 求 し 、
　 前 記 第 ２ の 計 算 機 に お い て 、 前 記 要 求 に 基 づ い て 前 記 第 １ の 計 算 機 に 割 り 当 て 可 能 な 記
憶 デ バ イ ス を 決 定 し 、
　 前 記 第 ２ の 計 算 機 か ら 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム

対 し て 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 第 １ の 計 算 機 か ら ア ク セ ス 可 能 と な
る よ う に 設 定 を 変 更 す る よ う 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム に 指 示 し 、
　 前 記 第 ２ の 計 算 機 か ら 前 記 第 １ の 計 算 機 に 前 記 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス の ア ク セ ス に 必
要 な 情 報 を 転 送 し 、
　 前 記 第 １ の 計 算 機 に お い て 、 前 記 ア ク セ ス に 必 要 な 情 報 に 基 づ い て 前 記 決 定 さ れ た 記 憶
デ バ イ ス を 利 用 で き る よ う に 、 前 記 第 １ の 計 算 機 の 設 定 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 記 憶
デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 割 り 当 て の 要 求 ス テ ッ プ は 、 前 記 新 た な 記 憶 デ バ イ ス に 要 求 さ れ る 条 件 を 示 す 情 報
を 含 む 要 求 を 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 送 信 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載
の 記 憶 デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
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に 対 す る 、

前 記 記 憶 デ バ イ ス が 存 在 す る 複 数 の の 少 な
く と も １ 以 上 に



　 前 記 要 求 さ れ る 条 件 は 、 前 記 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の 性 能 及 び 信 頼 性 の 少 な く と も 一 方 を
指 定 す る た め の 情 報 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 記 憶 デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法
。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 決 定 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム 内 の 記 憶 デ バ イ ス を 管 理 す る デ バ
イ ス 管 理 情 報 を 参 照 し 、 前 記 条 件 を 満 た す 記 憶 デ バ イ ス で あ っ て オ フ ラ イ ン 状 態 に あ る 記
憶 デ バ イ ス を 前 記 割 り 当 て 可 能 な 記 憶 デ バ イ ス と し て 決 定 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 記 憶 デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 ９ 記 載 の 記 憶 デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法 に お い て 、 さ ら に 、 前 記 第 １ の 計 算 機 に お い
て 、 前 記 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス と 、 前 記 第 １ の 計 算 機 に お い て 使 用 さ れ て い る 論 理 的 な
ス ト レ ー ジ を 構 成 す る 既 存 の 記 憶 デ バ イ ス と を 結 合 し 、 前 記 論 理 的 な ス ト レ ー ジ の 容 量 を
拡 張 す る こ と を 特 徴 と す る 記 憶 デ バ イ ス 割 り 当 て 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 計 算 機 と 、
　 該 計 算 機 か ら ア ク セ ス さ れ る デ ー タ を 保 持 す る 記 憶 デ バ イ ス を 有 す る 記 憶 装 置 サ
ブ シ ス テ ム と を 有
　 前 記 計 算 機 は 、 ユ ー ザ ま た は ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム か ら の 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の
要 求 を 受 け 付 け 、 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム に 新 た な 記 憶 デ バ
イ ス の 割 り 当 て を 要 求 す る 要 求 手 段 を 有 し 、
　 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム は 、 前 記
要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 デ バ イ ス 管 理 情 報 及 び 前 記 ホ ス ト 管 理 情 報 を 参 照 し て
前 記 第 １ の 計 算 機 に 割 り 当 て 可 能 な 記 憶 デ バ イ ス を 決 定 す る 手 段 、 及 び
　 該 決 定 手 段 に よ り 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 第 １ の 計 算 機 か ら ア ク セ ス 可 能 と な る
よ う に 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム の 設 定 を 変 更 す る 変 更 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る
計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 複 数 の 計 算 機 と 、
　 該 複 数 の 計 算 機 が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る フ ァ イ ル サ ー バ と 、
　 フ ァ イ ル サ ー バ に 接 続 さ れ 、 複 数 の 記 憶 デ バ イ ス を 備 え る 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム と 、

　 前 記 複 数 の 計 算 機 は 、 ユ ー ザ ま た は ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム か ら の 新 た な フ ァ イ ル
領 域 の 要 求 を 受 け 付 け 、 前 記 第 ２ の 計 算 機 に 新 た な フ ァ イ ル 領 域 の 割 り 当 て を 要 求 す る 要
求 手 段 を 有 し 、
　 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ は 、 前 記 要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 デ バ イ ス 管 理 情 報 及 び
前 記 ホ ス ト 管 理 情 報 を 参 照 し て 前 記 フ ァ イ ル 領 域 を 設 定 可 能 な 記 憶 領 域 を 有 す る 記 憶 デ バ
イ ス を 決 定 す る 手 段 、
　 該 決 定 手 段 に よ り 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス を 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ か ら ア ク セ ス 可 能 と な
る よ う に 前 記 記 憶 装 置 サ ブ シ ス テ ム の 設 定 を 変 更 す る 変 更 手 段 、
　 前 記 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス を 利 用 で き る よ う に 、 前 記 フ ァ イ ル サ ー バ の 設 定 を 変 更 す
る 設 定 手 段 、
　 前 記 決 定 さ れ た 記 憶 デ バ イ ス 上 に 前 記 フ ァ イ ル 領 域 を 作 成 す る フ ァ イ ル 管 理 手 段 を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 計 算 機 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 フ ァ イ ル 管 理 手 段 は 、 作 成 し た フ ァ イ ル 領 域 の ア ク セ ス に 使 わ れ る 情 報 を 、 前 記 要
求 を 行 っ た 計 算 機 に 送 信 す る 手 段 を 備 え 、
　 前 記 要 求 を 行 っ た 計 算 機 は 、 前 記 ア ク セ ス に 使 わ れ る 情 報 を 利 用 し て 前 記 作 成 さ れ た フ
ァ イ ル 領 域 へ の ア ク セ ス を 行 う ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 記 載 の 計 算 機 シ ス テ ム 。

(3) JP 2004-355638 A5 2007.9.6

複 数 の
し 、

複 数 の の 少 な く と も １ 以 上

前 記 新 た な 記 憶 デ バ イ ス の 割 り 当 て の 要 求 を 受 け る

を
有 し 、
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